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第１章 総 則 

 (目 的) 

第１条  こ の規程 は、 一般 財 団法人中部圏地域創造ファンド（以下 「こ

の法人」 とい う。 ） の 保有す る個人情報の適正な保護を目的として、 そ

の取扱いにつ いて定 め る。

２　個人情報 の保護 に 関して、 この規程に定めのない事項は 「個人情報

の保護に関す る法律」 の定め るところによる。  

（定  義）

第２条  こ の規程 にお いて使 用する用語については、 次のとおりとする。

(1) 個 人情報

　 ｢個 人情報｣ とは、 個 人情報保護法第２条第１項に規定する生存する

個人に関する 情報で あ って、 当該情報に含まれる氏名、 生年月日その他

の記述等によ り特定 の 個人を 識別することができるもの ( 他の情報と容

易に照合する ことが で き、 そ れにより特定の個人を識別することができ

ることとなる ものを 含 む。 ） をいう。

(2) 個 人情報デ ータベ ー ス等

　 ｢個 人情報デ ータベ ー ス等」 とは、 個人情報を含む情報の集合で次に

掲げるものを いう。

　ア  特定の 個人情 報 をコン ピュータを用いて検索することができるよ

　　うに体系 的に構 成 したも の

　イ　前号に 掲げる も ののほ か、 特定の個人情報を容易に検索すること

　　ができる ように 体 系的に 構成したものであって、 目次、 索引その他

　　検索を容 易にす る ための ものを有するもの

(3) 個 人データ

｢個人デー タ｣ と は、 個人 情 報データベース等を構成する個人情報をい

う。

(4) 本 人

｢本人｣ と は、 当 該個 人情報 によって識別される、 又は識別され得る生

存する特定の 個人を い う。

(5)要配慮個 人 情報

｢要配慮個 人情報」 と は、 個 人情報保護法第２条第３項に規定する個人

情報であって、 本人 の 人種、 信条、 社会的身分、 病歴、 犯罪の経歴、 犯

罪により害を 被った 事 実その 他本人に対する不当な差別、 偏見その他の

不利益が生じ ないよ う にその 取扱いに特に配慮を要するものとして法令

で定める記述 等が含 ま れるも のをいう。

(6) 個 人情報管 理責任 者
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｢個人情報 管理責 任者｣ とは、 理事長によって指名された者であって、

個人情報保護 に関す る 法令遵 守計画に関する責任と権限を有するものと

する。

（適用範囲）

第３条  こ の規程 は、 すべ て の役職員等に適用する。

２  専 門委員、 顧問及 び この法人の事業について委嘱又は依頼を受けた

者が、 この法 人の業 務 に従事 する場合には、 当該従事者は、 この規程を

遵守しなけれ ばなら な い。

３  前 項の従事 者を管 理 する立場にある者は、 当該従事者に対し、 この

規程の遵守を 確保す る ために 必要な措置を講じなければならない。

４　この規程 は、 こ の 法人が 保有している個人情報（その扱いが委託さ

れている個人 情報を 含 む。 ）、 及びその扱いを委託している個人情報を

対象とする。

（個人情報管 理責任 者 ）

第４条  個 人情報 管理 責任者 は、 必要に応じて、 この法人で取り扱う個

人情報等につ いて、 こ の規程 に定める諸事項を実施・徹底するため、 個

人情報保護に 関する 法 令遵守 計画等の細則を策定しなければならない。

２  個 人情報管 理責任 者 は、 この規程等の適正な実施及び運用を図り、

個人情報等が 外部に 漏 洩した り、 不正に使用されたり、 あるいは改竄さ

れたりするこ と等が な いよう に管理する責を負う。

（個人情報保 護方針 ）

第５条  こ の法人 にお ける個 人情報の適法かつ適正な取扱いを確保する

ため、 個人情 報保護 方 針を定 める。

２  個 人情報保 護方針 は、 職員に周知せしめるとともに、 ホームページ

に掲載する等 の措置 を 講じる ものとする。

第２章　個人 情報の 取 得

（個人情報等 の取得 ）

第６条  個 人情報 等の 取得は、 適法かつ公正な方法によって行い、 偽り

その他不正な 手段に よ って取 得してはならない。 また、 要配慮個人情報

については、 原則と し て法令 で定める場合を除き、 事前に本人の同意を

得ないで取得 するこ と ができ ない。

２  個 人情報等 を取得 す る場合には、 本人（本人が未成年者の場合はそ

の保護者。 以 下 「本 人 等」 と いう。 ）に対して、 次に掲げる事項又はそ

れと同等以上 の内容 の 事項を、 書面又はこれに代わる方法によって通知

し、 本 人等の同 意を得 な ければならない。

(1) こ の法人の 名称、 個 人情報管理責任者の氏名及び連絡先

(2) 個 人情報等 の利用 目 的

(3) 保 有個人デ ータに 関 する次に掲げる権利の存在及び当該権利行使の

ための方法

　ア  当該デ ータの 利 用目的 の通知を求める権利
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　イ  当該デ ータの 開 示を求 める権利及び第三者提供の停止を求める権

利

　ウ  当該デ ータに 誤 りがあ る場合にその内容の訂正、 追加又は削除を

　　求める権 利

　エ  当該デ ータの 利 用の停 止又は消去を求める権利

３  前 項にもか かわら ず、 次の場合には、 本人等の同意を必要としない。

(1) 合 併その他 の事由 に より他の個人情報取扱事業者から事業を承継す

ることに伴っ て個人 情 報等（ ただし、 要配慮個人情報を除く。 ）を取得

した場合。

(2) 個 人情報保 護法第16 条 第 ３項に定める各事由が存在する場合

第３章　個人 情報の 利 用

（利用目的及 び個人 情 報の利 用）

第７条  個 人情報 等を 取り扱 うに当たっては、 事前にその利用目的を明

確に定めるも のとし、 当該利 用目的は、 別に定める 「公益財団法人公益

法人協会が業 務上保 有 する個 人情報等の利用目的」 に定めるこの法人の

業務において 必要な 範 囲であ り、 かつ本人等から同意を得、 又は通知も

しくは公表し た利用 目 的（前 条第３項第１号の事業の承継の場合には、

承継前の利用 目的） の 範囲内 でなければならない。

２  利 用目的を 変更す る ことができる。 ただし、 本人の同意を必要とす

るとともに、 変更前 の 利用目 的と関連性を有する範囲内とする。

（個人情報等 の提供 ）

第８条  法 令で定 める 場合を 除き、 個人情報等は第三者に提供してはな

らない。

２  前 項の定め にかか わ らず、 この法人の業務を遂行するために当該業

務等の一部又 は全部 を 第三者 に委託する必要がある場合には、 次に掲げ

る条件を満た す業務 委 託先に 限り、 本人等が事前承諾した利用目的の範

囲内において 個人情 報 等 ( 要配慮個人情報を除く ) を当該業務委託先に

対して提供で きるも の とする。

(1) 社 会通念上 相当な 事 業活動を営む者であること

(2) 個 人情報等 の保護 に 関し、 この規程と同等以上の規程を有し、 かつ

その適正な運 用及び 実 施がな されている者であること

(3) こ の法人と の間に、 適正な内容の個人情報等の保護に関する定めを

締結し、 これ を遵守 す ること が見込まれる者であること

３  前 項の業務 委託を 行 う場合は、 事前に個人情報管理責任者による承

諾を得なけれ ばなら な い。

４  本 条第２項 の定め に 従い、 個人情報等を取り扱う業務を第三者に委

託した場合に は、 こ の 法人が 当該業務委託先に課した個人情報等の適切

な管理義務が、 確実 に 遵守さ れるよう適時、 確認・指導するものとする。

第４章個人情 報の管 理
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( 個人 情報等 の 正 確性確保 )

弟９条  個 人情報 等は、 利用 目的達成に必要な範囲内において、 正確か

つ最新の内容 に保つ よ う管理 運営しなければならない。

( 安全 管理 )

第 10 条  個人 情報管 理 責任者 は、 個人情報等の安全管理のため、 個人情

報等の不正ア クセス、 漏洩、 滅失又は毀損防止に努めるものとする。

２  個 人情報管 理責任 者 は、 必要に応じて個人情報等の安全管理のため、

必要かつ適正 な措置 を 定める ものとし、 当該個人情報等を取り扱う役職

員等に遵守さ せなけ れ ばなら ない。

( 役職 員等の 監 督 )

第 11 条  個人 情報管 理 責任者 は、 個人情報等の安全管理が図られるよう、

個人情報等

を扱う役職員 等に対 し て必要 かつ適切な指導・監督を定期的に行わなけ

ればならない。

( 個人 情報等 の 消 去・廃棄 )

第 12 条  利用 する必 要 がなく なった個人情報等については、 直ちに当該

個人情報等を

消去・破棄し なけれ ば ならな い。

２  個 人情報管 理責任 者 は、 個人情報等の消去・破棄を行うに当たり、

消去・廃棄の 日、

消去・廃棄し た個人 情 報等の 内容及び消去・廃棄の方法を書面に記録し、

これをこの

法人の 「文書 管理規 程」 に定 める期間、 保存しなければならない。

( 通報 及び調 査 義 務等 )

第 13 条  役職 員等は、 個人情 報等が外部に漏洩していることを知った場

合又はそのお それが あ ると気 づいた場合には、 直ちに個人情報管理責任

者に通報しな ければ な らない。

２  個 人情報管 理責任 者 は、 個人情報等の外部への漏洩について役職員

等から通報を 受けた 場 合には、 直ちに事実関係を調査しなければならな

い。

( 報告 及び対 策 )

第 14 条  個人 情報管 理 責任者 は、 前条に基づく事実関係の調査の結果、

個人情報等が 外部に 漏 洩して いることを確認した場合には、 直ちに次の

各号に掲げる 事項を 理 事長の ほか、 影響を受ける可能性のある本人並び

に個人情報保 護委員 会 等の関 係機関に報告しなければならない。

　ア  漏洩し た個人 情 報等の 範囲

　イ　漏洩先

　ウ  漏洩し た日時

　エ  その他 調査で 判 明した 事実
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２  個 人情報管 理責任 者 は、 理事長並びに関係機関とも相談の上、 当該

漏洩について の具体 的 対応及 び対策を講じるともに、 再発防止策を策定

しなければな らない。

第５章　個人 情報の 開 示・訂 正・削除・利用停止

( 自己 情報に 関 す る権利 )

第 15 条  本人 から自 己 の個人 情報等について開示を求められた場合は、

原則として合 理的な 期 間内に これに応じるものとする。 また、 開示の結

果、 誤 った情報 があり、 訂正、 追加又は削除を求められた場合は、 原則

として合理的 な期間 内 にこれ に応じるとともに、 訂正、 追加又は削除を

行った場合は、 当該 個 人情報 等の受領者に対して通知を行うものとする。

( 個人 情報等 の 利 用又は提 供 の拒否権 )

第 16 条  この 法人が す でに保 有している個人情報等について、 本人から

の自己の情報 につい て の利用 の停止又は消去の請求があった場合は、 こ

れに応じるも のとす る。 ただ し、 次に掲げるいずれかに該当する場合は、

この限りでは ない。

(1) 法 令の規定 による 場 合

(2) 本 人又は公 衆の生 命、 健康、 財産などの重大な利益を保護するため

に必要な場合

( 苦情 の処理 )

第 17 条 　個人情 報管理 責 任者は、 前項の目的を達成するために必要な体

制の整備並び に支援 を 行う。

３  個 人情報管 理責任 者 は、 適宜、 苦情の内容について理事長に報告す

るものとする。

第６章　雑　 則

( 細　 則 )

第 18条 この規 程 の 実施に 関 し必要な事項は、 理事長が定める。。

(改 廃)

第 19 条  この 規程の 改 廃は、 理事会の決議をよる。

附 則

この規程は、 平成３ ０ 年１０ 月１５日より施行する。 （平成３０年１０

月１５日理事 会議決 ）
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個 人 情報保護に関する基本方針

　一般財団法 人中部 圏 地域創 造ファンド（以下、 「この法人」 とい

う。 ） は、 個人 情報保 護 の重要性を認識し、 個人情報保護に関する法

令・ガイドラ イン等 に 則り、 下記の方針に基づき個人情報の適正な保護

に努めます。

記

１　利用目的 を明示 し て収集 します

　個人情報を 収集す る 場合は、 必ず利用目的を明示し、 本人から提供さ

れた情報を取 り扱い ま す。

２　明示され た目的 の みに使 用します

　この法人が 取得し た 個人情 報は、 明示された利用目的の範囲でのみ使

用します。

　なお、 業務 遂行上、 やむを 得ず個人情報の取り扱いを外部に委託する

場合には、 必 ずこの 法 人と個 人情報保護にかかる契約を結んだ信頼ある

業者に委託し ます。

３　第三者に 提供い た しませ ん

　個人情報は、 事前 に 本人の 同意がない限り、 第三者に提供いたしませ

ん。

４　いつでも 開示、 訂 正、 追 加または削除します

　申し出があ ったと き は、 本 人であることを確認し、 登録された情報の

開示、 訂正、 追加ま た は削除 を行います。

５　適用を除 外する 場 合があ ります

　この法人は、 個人 情 報を上 記のとおり取り扱いますが、 法令に定めが

あるとき、 人 の生命 ・ 財産の 保護の必要があるとき、 または公的機関へ

の協力が必要 である と きは、 上記の取り扱いを適用しない場合がありま

す。

６　安全管理 対策を 実 施しま す

　この法人は、 個人 情 報につ いて、 不正アクセス、 盗難、 持出し等によ

る、 紛 失、 破壊、 改ざ ん、 漏洩、 滅失または毀損を防止するために、 厳

重な安全管理 対策を 実 施いた します。

７　管理体制 を整備 し ます。

　この法人は、 個人 情 報を適 切に取り扱うための管理体制を整備し、 個

人情報を安全 かつ適 切 に管理 するとともに、 職員の啓発や適切な苦情処

理等に努めま す。

８　関係法令 ・ガイ ド ライン 等の遵守

　行政手続き におけ る 特定の 個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律および 関係法 令 を遵守 して運用します。

９　安全管理 措置に 関 する事 項
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　特定個人情 報の安 全 管理措 置については、 「特定個人情報取扱規程」

にて明確化し ていま す。

10 　継 続的に改 善しま す

　個人情報の 保護を 確 実に実 施するため、 継続的にその対策を見直し、

改善を図りま す。

＜お問い合わ せ窓口 ＞

　個人情報の 取扱い に 関する 問い合わせは、  以下のとおりです。

担  当 ： 一般 財団法 人 中部圏地域創造ファンド

電  話 ： 052-228-0350 　　 Ｆ ＡＸ： 052-228-0360

メール： crcdf@crcdf.or.jp

＜個人情報の 利用目 的 ＞

この法人は、 事業を 行 うにあ たり、 住所・氏名・生年月日・郵便番号・

電話番号・FAX番号・メ ー ルアドレスなどの個人情報をお預かりします。

これらの個人 情報は、 次の目 的で利用いたします。  

・寄付金の受 け入れ に 関する こと

・民間公益活 動への 助 成に関 すること

・セミナー・ 研修会、 助成事 業成果報告会の開催に関すること

・その他、 こ の法人 の 事業に 付帯・関連する事項
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